
第２３期第６回福島海区漁業調整委員会次第 

 

日 時  令和８年４月１７日（金） 

     １３：３０～ 

場 所  福島県水産会館研修室 

（いわき市中央台飯野４丁目３−１） 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 出席状況報告 

 

４ 議事録署名人選出 

 

５ 議 題 

（１） 議案 

議案第１号 沖合たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問・答申） 

議案第２号 知事許可漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間及び許可の

基準について（諮問・答申） 

 

（２）報告事項 

ア ぶりの漁獲可能量による管理を行う際の参考となる試行目安数量について 

イ 福島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部改正について 

ウ 令和８年度福島海区漁業調整委員会の行事予定について 

 

６ 閉会 

 

 

 

  



第２３期第６回福島海区漁業調整委員会 出席者名簿 
 

日 時  令和８年４月１７日（金） 

     １３：３０～ 

場 所  福島県水産会館研修室 

（いわき市中央台飯野４丁目３−１） 

 

 

 

 

 

 
 
 

選任区分・役職 氏 名
出席
方法

氏 名
出席
方法

漁業者（会長） 今野 智光 会場 水産課 課長（併）
海区事務局長

平田 豊彦 会場

学識経験（会長代理） 鈴木 哲二 会場 〃 主任主査 平川 直人 会場

漁業者 今泉 浩一 会場 〃 主査 寺本 航 会場

漁業者 狩野 一男 会場 水産事務所 所長 渋谷 武久 会場

漁業者 平 仁一 会場 〃 主任主査 實松 敦之 会場

漁業者 永瀬 哲浩 会場 水産海洋研究セ
ンター

所長 山廼邉 昭文 会場

漁業者 久田 要一 会場 水産資源研究所 所長 佐久間 徹 会場

漁業者 森田 政利 会場 海区委員会事務局 主幹兼次長
（総務）

菅野 学 会場

漁業者 吉田 康男 会場 〃 主幹兼次長
（業務）

根本 芳春 会場

学識経験 鈴木 由美子 会場 〃 副主査 酒井 理沙 会場

学識経験 宮﨑 奈穂 web 〃 主事 佐藤 琴美 会場

学識経験 渡邊 千夏子 web 〃 主事 新妻 樹 会場

中立 氏居 俊夫 会場 〃 主事 二階堂 拓斗 会場

〃 主事 金子 正子 会場

海区漁業調整委員会委員 知事部局・海区事務局職員等

所属及び職名
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第２３期第６回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

日 時  令和８年４月１７日（金） 

     １３：３０～ 

場 所  福島県水産会館研修室 

（いわき市中央台飯野４丁目３−１） 
 

 
 
 

 

PC 

今野会長
〇

海区事務局 水産課
菅野主幹 〇 今泉委員 〇 〇 鈴木 〇 平田課長

カメラ 会長代理 水産事務所
根本主幹 〇 平委員 〇 スピーカー 〇 狩野委員 〇 渋谷所長

PC レコーダー

水産海洋研究センター
酒井副主査 〇 久田委員 〇 〇 永瀬委員 〇 山廼邉所長

水産資源研究所
佐藤主事 〇 吉田委員 〇 〇 森田委員 〇 佐久間所長

水産課
新妻主事 〇 氏居委員 〇 〇 鈴木由美子 〇 平川主任主査

委員
二階堂主事 〇 〇 寺本主査

水産事務所
金子主事 〇 web参加 〇 實松主任主査

宮﨑委員、渡邊千夏子委員

出入口
傍聴席

スクリーン
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議案第１号
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ぶりの漁獲可能量による管理を行う際の参考となる試行目安数量について 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 ８ 日  

福島県農林水産部水産課  

 

１ 概要 

  令和８ 管理年度（ 令和８ 年４ 月１ 日～令和９ 年３ 月３ １ 日） における「 ぶり 」 につい

て、 水産庁が示し た管理を行う際の参考となる試行目安数量を示し たため、 海区漁業調

整委員会に報告するも の。  

 

２ ぶりに係る国全体の管理 

・ 令和７ 管理年度から Ｔ Ａ Ｃ 管理開始。  

・ 管理年度の期間を  ①４ 月１ 日から 翌年３ 月末日までと する都府県（ 福島県を 含めた

１ ２ 都府県）  と  ②７ 月１ 日から 翌年６ 月末日までと する道府県（ ２ ６ 道府県） 及び

大臣管理区分 に分けている。  

・ 令和８ 管理年度から 「 ステッ プアッ プ管理」 の「 ステッ プ２ 」 を 開始。  

・ 令和８ 管理年度は、 全ての都道府県及び大臣管理区分に漁獲可能量を 「 試行水準」 と

し て配分。   

⇒その後、 管理を行う際の参考となる試行目安数量を 各区分に示し た。  

＜管理を行う際の参考となる試行目安数量＞ 

・ 令和３ ～５ 年の漁獲実績を も と に各区分の参考シェ アを 算出する。  

・ 国全体のぶり の漁獲可能量９ ７ ， ０ ０ ０ ト ン×参考シェ ア( ％) ＝試行目安数量 

・ 超過し ても 漁業法第３ ３ 条に基づく 採捕停止命令は発出し ない。  

 

３ ぶりに係る福島県の管理（令和８管理年度） 

・ 農林水産大臣より 、 都道府県別漁獲可能量と し て「 試行水準」 と 配分さ れ、 その全量

を 「 福島県ぶり 漁業」 に配分し た。（ 令和８ 年３ 月３ １ 日福島県報に公示）  

 ・ 令和８ 年３ 月１ ７ 日付けの事務連絡（ 別紙） により 、 福島県の管理を行う際の参考と

なる試行目安数量が「 ２９トン」 と 示さ れた（ 参考シェ ア０ ． ０ ３ ％）。  
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福島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の改正について 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 ８ 日  

福島県農林水産部水産課  

 

１ 福島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則（以下「報告規則」）について 

（１）報告規則の令和２年１２月１１日付け制定について 

  漁業法等の一部を 改正する等の法律（ 平成３ ０ 年法第９ ５ 号、 令和２ 年１ ２ 月１ 日施

行） による改正後の漁業法（ 以下「 法」） 第２ ６ 条第１ 項及び第３ ０ 条第１ 項の規定に

基づき 、 特定水産資源を 採捕する者は採捕数量を報告するこ と を 義務付けら れた。  

こ れに伴い、 採捕数量の報告について必要な事項を定めるため、 報告規則について、

令和２ 年１ ２ 月１ １ 日付けで公布し 、 令和３ 年１ 月１ 日付けで施行し た。  

（２）報告規則の令和８年４月１日付け一部改正について 

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法

律（ 令和６ 年法律第６ ６ 号、 令和８ 年４ 月１ 日施行） において、 法第２ ６ 条第２ 項で

「 特別管理特定水産資源」 が定めら れた。  

こ れに伴い、 法第２ ６ 条第１ 項及び第３ ０ 条第１ 項が一部改定さ れ、 特別管理特定水

産資源を 除く 特定水産資源の報告についての内容と さ れると と も に、 法第２ ６ 条第２ 項

及び法第３ ０ 条第２ 項により 、 特別管理特定水産資源の報告について新たに定めら れ

た。  

こ れら 条項の改正に対応するため、 報告規則を一部改正する規則を 、 令和８ 年３ 月２

７ 日付けで公布し 、 令和８ 年４ 月１ 日付けで施行し た。（ 別紙県報のと おり ）  

【参考】漁業法に基づく報告が定められた条項 

令和８年３月まで  令和８年４月以降 

漁業法第２６条第１項 

特定水産資源（ 漁獲割当分）  
⇒ 

漁業法第２６条第１項 

特別管理特定水産資源を除く 特定水産資源

（ 漁獲割当分）  

漁業法第２６条第２項 

特別管理特定水産資源（ 漁獲割当分）  

漁業法第３０条第１項 

特定水産資源（ 非漁獲割当分）  
⇒ 

漁業法第３０条第１項 

特別管理特定水産資源を 除く 特定水産資源

（ 非漁獲割当分）  

漁業法第３０条第２項 

特別管理特定水産資源（ 非漁獲割当分）  
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２ 報告規則改正の概要 

（ １ ）「 法第２ ６ 条第１ 項及び第３ ０ 条第１ 項」 に基づく と し ていた箇所について、「 法第

２ ６ 条第１ 項及び第２ 項」 並びに「 第３ ０ 条第１ 項及び第２ 項」 に基づく も のと 記載

を変更し た。（ 本文・ 様式）  

（ ２ ） 様式第１ 号（ 法第２ ６ 条に基づく 報告） を様式第１ 号の１ （ 特別管理特定水産資源

以外を 対象） と 様式第１ 号の２ （ 特別管理特定水産資源を対象） に分け、 様式第２ 号

（ 法第３ ０ 条に基づく 報告） を様式第２ 号の１ （ 特別管理特定水産資源以外を対象）

と 様式第２ 号の２ （ 特別管理特定水産資源を 対象） に分けた。  

（ ３ ） 附則において、 改正前の様式により 使用さ れている同意書は改正後の様式によるも

のと みなすと 共に、 改正前の様式を取り 繕っ て使用するこ と ができ るも のと し た。  

 

３ 参考 

・ 特別管理特定水産資源は、 漁業法施行規則（ 令和２ 年農林水産省令第４ ７ 号） 第１ ６

条の２ により 、 く ろ まぐ ろ （ 大型魚） が指定さ れている。  
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- 1 - 

福島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 
新 旧 

第一条 この規則は、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」

という。）第二十六条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項

の規定に基づき、並びに法及び漁業法施行規則（令和二年農林水産省令第

四十七号）を実施するため、特定水産資源の漁獲量等の報告に関して必要

な事項を定めるものとする。 
第二条 法第二十六条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項

の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

により行うものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検

又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事

由がある場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める様式の書面により報告することができる。 
一 漁獲割当管理区分の特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。） 

別記様式第一号の一 
二 漁獲割当管理区分の特別管理特定水産資源 別記様式第一号の二 
三 漁獲割当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。）の特

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」

という。)第二十六条第一項及び第三十条第一項            
の規定に基づき、並びに法及び漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第

四十七号)を実施するため、特定水産資源の漁獲量等の報告に関して必要

な事項を定めるものとする。 
第二条 法第二十六条第一項及び第三十条第一項             

の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

により行うものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検

又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事

由がある場合には、漁獲割当管理区分に係る報告にあっては別記様式第

一号の書面により、漁獲割当管理区分以外の管理区分(漁獲努力量管理区

分を除く。)に係る報告にあっては別記様式第二号の書面により、漁獲努

力量管理区分に係る報告にあっては別記様式第三号の書面により、それ

ぞれ行うことができる。 
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- 2 - 

定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。） 別記様式第二号の一 
四 漁獲割当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。）の特

別管理特定水産資源 別記様式第二号の二 
五 漁獲努力量管理区分 別記様式第三号 
３ （略） 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和八年四月一日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県特定水産資

源の漁獲量等の報告に関する規則別記様式第一号から第四号までによる

同意書は、改正後の福島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

による同意書とみなす。 
３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の様式による用紙は、

所要の調整をして使用することができる。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
３ （略） 
 
（新設） 
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別記様式第１号の１（第２条関係） 

特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）の漁獲量等報告書（漁獲割

当区分）及び個人情報の取扱いに関する同意書 

  年  月  日  

 福島県知事 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１・２（略） 

 （削除） 

 

 

３ 「設定を受けた年次漁獲割当量」の欄について、年次漁獲割当量の移転

の認可を受けた場合にあっては移転後の年次漁獲割当量を、年次漁獲割

当量を承継した場合にあっては承継後の年次漁獲割当量を、それぞれ記

入することとする。 

４ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、

いけす（移送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 

 

 

別記様式第１号  （第２条関係） 
                      漁獲量等報告書（漁獲割

当区分）及び個人情報の取扱いに関する同意書 

 年  月  日  

 福島県知事 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１・２（略） 

３ 「特定水産資源の名称」の欄について、くろまぐろの漁獲量の報告の場

合には、「くろまぐろ（小型魚）」と「くろまぐろ（大型魚）」は異なる特

定水産資源であることから、異なる欄に分けて記入することとする。 
４ 「設定を受けた年次漁獲割当量」の欄について、年次漁獲割当量の移転

の認可を受けた場合にあっては移転後の年次漁獲割当量を、年次漁獲割

当量を承継した場合にあっては承継後の年次漁獲割当量を、それぞれ記

入することとする。 
５ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、

いけす（移送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 
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別記様式第１号の２（第２条関係） 

特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）及び個人情報

の取扱いに関する同意書 

  年  月  日  

 福島県知事 

 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１ 漁獲量等の報告 

漁業法（昭和24年法律第267号）第26条第2項の規定に基づき、漁獲量等に

ついて、次のとおり報告します。 

漁獲割当割合設定通知書の番号   
特定水産資源の名称  
漁獲割当管理区分の名称  
設定を受けた年次漁獲割当量 （単位：  ） 
 
特別管理特定水産資源ごとの 
陸揚げした日／漁獲量（kg）／個体

の数 
 
 

   
   
   
   
   

（新設） 
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船舶等の名称  
２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の

漁業生産力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律

第59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関そ

の他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業務を

遂行する者を含む。）へ提供することに同意します。 

（記載要領） 

１ 複数の漁獲割当割合の設定を受けている漁獲割当割合設定者が複数の

漁獲割当割合又は特定水産資源について報告を行う場合には１の表の右

側に欄を設けて報告することができる。 

２ 「漁獲割当割合設定通知書の番号」の欄について、漁獲割当割合設定通

知書の番号等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別

できる内容を記載することとする（漁獲割当割合設定者が同じ特定水産

資源について２つ以上の漁獲割当割合の設定を受けている場合に限

る。）。 

３ 「設定を受けた年次漁獲割当量」の欄について、年次漁獲割当量の移転

の認可を受けた場合にあっては移転後の年次漁獲割当量を、年次漁獲割

当量を承継した場合にあっては承継後の年次漁獲割当量を、それぞれ記

入することとする。 
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４ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、

いけす（移送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 

 

 

別記様式第２号の１（第２条関係） 

特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）の漁獲量等報告書（漁獲割

当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の

取扱いに関する同意書       

 年  月  日  

 福島県知事 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１・２・３（略） 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
別記様式第２号  （第２条関係） 
                      漁獲量等報告書（漁獲割

当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の

取扱いに関する同意書   
年  月  日  

 福島県知事 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１・２・３（略） 
４ 「特定水産資源の名称」の欄について、くろまぐろの漁獲量の報告の場

合には、「くろまぐろ（小型魚）」と「くろまぐろ（大型魚）」は異なる特定

水産資源であることから、それぞれに分けて記入することとする。 
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別記様式第２号の２（第２条関係） 

特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以外の管理区 

分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の取扱いに関する同意書 

                         

                      

年  月  日  

 福島県知事 

 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１ 漁獲量等の報告 

  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 30 条第２項

の規定に基づき、 

 漁獲量等について、次のとおり報告します。 

許可番号又は

免許番号 

 船舶等の名称   

漁船登録番号   

管理区分の名称  

陸揚げした日 特別管理特定水産資源の名称 漁 獲 量

（kg） 

個体の数 

    

    

（新設） 
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２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁

業生産力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 59 号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機

関その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に関する業

務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意します。 

 

（記載要領） 

１ 「許可番号又は免許番号」の欄について、許可（法第 57 条第１項の許

可をいう。）に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては許可番

号、漁業権又は組合員行使権に基づいて特定水産資源の採捕をした場合に

あっては免許番号を、それぞれ記入する。海区漁業調整委員会又は広域漁業

調整委員会の指示に基づき承認を受けた漁業の場合には、当該承認番号を

記載する。許可番号（承認番号を含む。）又は免許番号のいずれも持たない

場合には、省略する。 

２ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、

いけす（移送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 
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別記様式第３号（第２条関係）（略） 

 

 

別記様式第４号（第３条関係） 

漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任状及び個人情報の取扱

いに関する同意書 

年  月  日  

 福島県知事 

          （委任者） 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１ 漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任 

私は、漁業法（昭和24 年法律第267 号。以下「法」という。）の規定に基

づく報告について、(1)の者を代理人として定め、(2)に定める期間におい

て、(3)に定める報告に係る事務を委任します。 

（１）・（２）（略） 

（３）委任事項（☑を入れる。） 

□ 法第26条第１項及び第２項の規定に基づく知事に対する報告（漁獲

割当管理区分における漁獲量等の報告） 

別記様式第３号（第２条関係）（略） 

 
 
別記様式第４号（第３条関係） 

漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任状及び個人情報の取扱

いに関する同意書 

年  月  日  

 福島県知事 

          （委任者） 

氏名                      

住所                      

法人にあっては、その名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

１ 漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任 

私は、漁業法（昭和24 年法律第267 号。以下「法」という。）の規定に基

づく報告について、(1)の者を代理人として定め、(2)に定める期間におい

て、(3)に定める報告に係る事務を委任します。 

（１）・（２）（略） 

（３）委任事項（☑を入れる。） 

□ 法第26条第１項     の規定に基づく知事に対する報告（漁獲

割当管理区分における漁獲量等の報告） 
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□ 法第30条第１項及び第２項の規定に基づく知事に対する報告（非漁

獲割当管理区分における漁獲量等の報告） 

２（略） 

 

（記載要領） 

１・２（略） 

３ １（３）の委任事項の欄について、法第26条第１項及び第２項並びに第

30条第１項及び第２項の報告に加え、次に掲げる報告を委任事項に追加

することができる。 

□ 法第58条の規定により読み替えて準用する法第52条第１項の規定に

基づく知事に対する報告（知事許可漁業における資源管理の状況等の

報告） 

□ 法第90条第１項の規定に基づく知事に対する報告（漁業権漁業にお

ける資源管理の状況等の報告） 

□ 法第30条第１項     の規定に基づく知事に対する報告（非漁

獲割当管理区分における漁獲量等の報告） 

２（略） 

 

（記載要領） 

１・２（略） 

３ １（３）の委任事項の欄について、法第26条第１項及び第30条第１  

項         の報告に加え、次に掲げる報告を委任事項に追加

することができる。 

□ 法第58条の規定により読み替えて準用する法第52条第１項の規定に

基づく知事に対する報告（知事許可漁業における資源管理の状況等の

報告） 

□ 法第90条第１項の規定に基づく知事に対する報告（漁業権漁業にお

ける資源管理の状況等の報告） 
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〇福島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則 

令和二年十二月十一日 

福島県規則第七十二号 

 福島県特定水産資源の報告に関する規則をここに公布する。 

福島県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。）

第二十六条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定に基づき、並び

に法及び漁業法施行規則（令和二年農林水産省令第四十七号）を実施するため、特定

水産資源の漁獲量等の報告に関して必要な事項を定めるものとする。 

（漁獲量等の報告の方法） 

第二条 法第二十六条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定による

報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通

じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情

報が記録されるものにより行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべ

き事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合には、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式の書面により報告することが

できる。 

一 漁獲割当管理区分の特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。） 別記様式

第一号の一 

二 漁獲割当管理区分の特別管理特定水産資源 別記様式第一号の二 

三 漁獲割当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。）の特定水産資

源（特別管理特定水産資源を除く。） 別記様式第二号の一 

四 漁獲割当管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。）の特別管理特

定水産資源 別記様式第二号の二 

五 漁獲努力量管理区分 別記様式第三号 

３ 前項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律

第九十九号）第二条第六項の一般信書便事業者若しくは同条第九項の特定信書便事業

者による同条第二項の信書便で提出した場合には、特定水産資源を陸揚げした日から

知事に報告するまでの期間の計算について、送付に要した日数は算入しない。 

（代理人による報告） 

第三条 法の規定に基づく報告をしようとする者が、代理人を用いて当該報告をする場

合には、あらかじめ、別記様式第四号によるその権限を証する書面を知事に提出しな
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ければならない。 

附 則 

１ この規則は、令和三年一月一日から施行する。 

２ 福島県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則（平成八年福島県規則第

九十号）は、廃止する。 

３ 前項の規定による廃止前の福島県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細

則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律（平成三十年法律第九十五号。以下

「改正法」という。）附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前

の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成八年法律第七十七号）の規定がな

おその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和八年四月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されている改正前の福島県特定水産資源の漁獲量等の

報告に関する規則別記様式第一号から第四号までによる同意書は、改正後の福島県特

定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則による同意書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に作成されている改正前の様式による用紙は、所要の調整を

して使用することができる。 
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別記様式第１号の１（第２条関係） 
特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）の漁獲量等報告書 

（漁獲割当管理区分）及び個人情報の取扱いに関する同意書 
  年  月  日  

 福島県知事 
 
氏名  
住所 

                                    法人にあっては、その名称、代表者の氏名 
                    及び主たる事務所の所在地 
１ 漁獲量等の報告 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 26 条第１項の規定に基づき、漁獲量等につい

て、 次のとおり報告します。 
漁獲割当割合設定通知書の番号   
特定水産資源の名称  
漁獲割当管理区分の名称  
設定を受けた年次漁獲割当量 （単位：  ） 

 
 

陸揚げした日／漁獲量（kg） 
 
 

  
  
  
  
  

 
２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関か

ら委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意

します。 
 
（記載要領） 

１ 複数の漁獲割当割合の設定を受けている漁獲割当割合設定者が複数の漁獲割当割

合又は特定水産資源について報告を行う場合には１の表の右側に欄を設けて報告す

ることができる。 
２ 「漁獲割当割合設定通知書の番号」の欄について、漁獲割当割合設定通知書の番

号等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別できる内容を記載す

ることとする（漁獲割当割合設定者が同じ特定水産資源について２つ以上の漁獲割

当割合の設定を受けている場合に限る。）。 
３ 「設定を受けた年次漁獲割当量」の欄について、年次漁獲割当量の移転の認可を

受

けた場合にあっては移転後の年次漁獲割当量を、年次漁獲割当量を承継した場合にあっ

ては承継後の年次漁獲割当量を、それぞれ記入することとする。 
４ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす（移

送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 
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別記様式第１号の２（第２条関係） 
特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書 

（漁獲割当管理区分）及び個人情報の取扱いに関する同意書 
  年  月  日  

 福島県知事 
 
氏名  
住所 

                                    法人にあっては、その名称、代表者の氏名 
                    及び主たる事務所の所在地 
１ 漁獲量等の報告 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 26 条第 2 項の規定に基づき、漁獲量等につい

て、  次のとおり報告します。 
漁獲割当割合設定通知書の番号   
特定水産資源の名称  
漁獲割当管理区分の名称  
設定を受けた年次漁獲割当量 （単位：  ） 
 
特別管理特定水産資源ごとの 
陸揚げした日／漁獲量（kg）／個体の数 
 
 

   
   
   
   
   

船舶等の名称  
 
２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関か

ら委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意

します。 
 
（記載要領） 

１ 複数の漁獲割当割合の設定を受けている漁獲割当割合設定者が複数の漁獲割当割

合又は特定水産資源について報告を行う場合には１の表の右側に欄を設けて報告す

ることができる。 
２ 「漁獲割当割合設定通知書の番号」の欄について、漁獲割当割合設定通知書の番

号等当該漁獲量等の報告の対象となった年次漁獲割当量が区別できる内容を記載す

ることとする（漁獲割当割合設定者が同じ特定水産資源について２つ以上の漁獲割

当割合の設定を受けている場合に限る。）。 
３ 「設定を受けた年次漁獲割当量」の欄について、年次漁獲割当量の移転の認可を

受

けた場合にあっては移転後の年次漁獲割当量を、年次漁獲割当量を承継した場合にあっ

ては承継後の年次漁獲割当量を、それぞれ記入することとする。 
４ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす（移

送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 
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別記様式第２号の１（第２条関係） 
特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）の漁獲量等報告書（漁獲割当 

管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の取扱 
いに関する同意書                                 

  年  月  日  
 福島県知事  

 
氏名 
住所 

                                    法人にあっては、その名称、代表者の氏名 
                    及び主たる事務所の所在地 
１ 漁獲量等の報告 
  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 30 条第１項の規定に基

づき、漁獲量等について、次のとおり報告します。 
許可番号又は

免許番号 
 
 

船舶の名称  
漁船登録番号  

管理区分の名称  
陸揚げした日 特定水産資源の名称 漁獲量（kg） 

   
   
   
   
   
   

 
２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関か

ら委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意

します。 
 
（記載要領） 

１ 「許可番号又は免許番号」の欄について、許可（法第 57 条第１項の許可をいう。）

に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては許可番号、漁業権又は組合員

行使権に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、それぞれ

記入する。海区漁業調整委員会又は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受け

た漁業の場合には、当該承認番号を記載する。許可番号（承認番号を含む。）又は

免許番号のいずれも持たない場合には、省略する。 
２ 「船舶の名称及び漁船登録番号」の欄について、船舶以外の漁業の生産活動を行

う基本的な単位となる設備を用いて特定水産資源の採捕をした場合には、省略する。 
３ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす（移

送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 
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別記様式第２号の２（第２条関係） 
特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以外の管理区 

分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の取扱いに関する同意書 
                         

  年  月  日  
 福島県知事  

 
氏名 
住所 

                                    法人にあっては、その名称、代表者の氏名 
                    及び主たる事務所の所在地 
１ 漁獲量等の報告 
  漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 30 条第２項の規定に基

づき、漁獲量等について、次のとおり報告します。 
許 可 番 号 又

は免許番号 
 
 

船舶等の名称  
漁船登録番号  

管理区分の名称  
陸揚げした

日 
特別管理特定水産資源の名称 漁獲量（kg） 個体の数 

    
    
    
    
    
    

 
２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関か

ら委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意

します。 
 
（記載要領） 

１ 「許可番号又は免許番号」の欄について、許可（法第 57 条第１項の許可をいう。）

に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては許可番号、漁業権又は組合員

行使権に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、それぞれ

記入する。海区漁業調整委員会又は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受け

た漁業の場合には、当該承認番号を記載する。許可番号（承認番号を含む。）又は

免許番号のいずれも持たない場合には、省略する。 
２ 「陸揚げした日」の欄について、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす（移

送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入することとする。 
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別記様式第３号（第２条関係） 
漁獲努力量等報告書（漁獲努力量管理区分） 

及び個人情報の取扱いに関する同意書 
  年  月  日  

 福島県知事  
 

氏名 
住所 

                                    法人にあっては、その名称、代表者の氏名 
                    及び主たる事務所の所在地 
１ 漁獲努力量等の報告 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）第 30 条第１項の規定に基

づき、漁獲努力量等について、次のとおり報告します。 
許可番号又は

免許番号 
 
 

船舶の名称  
漁船登録番号  

管理区分の名称  
陸揚げした日 特定水産資源の名称 漁獲努力量 漁獲量（kg） 

    
    
    
    
    
    

 
２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関か

ら委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意

します。 
 
（記載要領） 

１ 「許可番号又は免許番号」の欄について、許可（法第 57 条第１項の許可をいう。）

に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては許可番号、漁業権又は組合員

行使権に基づいて特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、それぞれ

記入する。海区漁業調整委員会又は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受け

た漁業の場合には、当該承認番号を記載する。許可番号（承認番号を含む。）又は

免許番号のいずれも持たない場合には、省略する。 
２ 「船舶の名称及び漁船登録番号」の欄について、船舶以外の漁業の生産活動を行

う基本的な単位となる設備を用いて特定水産資源の採捕をした場合には、省略する。 
３ 「漁獲努力量」の欄について、特定水産資源を採捕するために行われる漁ろうの

作業の量（当該特定水産資源ごとに都道府県資源管理方針において示された、操業

日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数）を記

載する。 
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別記様式第４号（第３条関係） 
漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任状 

及び個人情報の取扱いに関する同意書 
  年  月  日  

 福島県知事 
（委任者） 

氏名                    
住所 

                                    法人にあっては、その名称、代表者の氏名 
                    及び主たる事務所の所在地 
１ 漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任 

私は、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」という。）の規定に基づく報告

について、(1)の者を代理人として定め、(2)に定める期間において、(3)に定める報告

に係る事務を委任します。 
(1) 代理人 

氏名 
住所 

(2) 委任期間 
  年  月  日から  年  月  日まで 

※ なお、委任者から委任期間終了の 30 日前までに委任期間を延長しない旨の申出

を行わない場合には、当該委任期間を１年間延長することといたします（翌年以

降も同様。以下「延長された委任期間」という。）。委任期間（延長された委任

期間を含む。）中に委任を解除する場合には、委任者は委任を解除する日の 30

日前までに代理人及び知事に対してその旨を申し出ることといたします。 
(3) 委任事項（☑を入れる。） 

□ 法第 26 条第１項及び第２項の規定に基づく知事に対する報告（漁獲割当管理

区分における漁獲量等の報告） 
□ 法第 30 条第１項及び第２項の規定に基づく知事に対する報告（漁獲割当管理

区分以外の管理区分における漁獲量等の報告） 
 
２ 個人情報の取扱いに関する同意 

上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁業生産

力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）第２条第１項に規

定する独立行政法人等をいう。）、福島県の機関その他の関係機関（これらの機関か

ら委託を受けて当該取組に関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意

します。 
 
（記載要領） 

１ 委任者が複数の場合には、連名で１通の委任状を作成することもできる。 
２ １(3)の委任事項の欄について、委任する事項を限定する場合には、当該委任する

事項のみ記載し、委任しない事項を削ることとする。 
３ １(3)の委任事項の欄について、法第 26 条第１項及び第２項並びに第 30 条第１項

及び第２項の報告に加え、次に掲げる報告を委任事項に追加することができる。 
 □ 法第 58 条の規定により読み替えて準用する法第 52 条第１項の規定に基づく知

事に対する報告（知事許可漁業における資源管理の状況等の報告） 
  □ 法第 90 条第１項の規定に基づく知事に対する報告（漁業権漁業における資源管

理の状況等の報告） 
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令和８年度福島海区漁業調整委員会の行事予定について 

 

□ 海区漁業調整委員会関連       〇 入会漁業調整関連 

  ◆ 全国海区漁業調整委員会連合会関連  ▲ 太平洋広域漁業調整委員会関連 

 

月 行  事  名 開催場所 

４ □ 第 23 期第６回海区漁業調整委員会（４月中旬） 

・沖合たこかご漁業の許可の有効期間の短縮について（諮問・答申） 

・知事許可漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間及び許可の基

準について（諮問・答申） 

いわき市 

５ ◆ 全国海区漁業調整委員会連合会通常総会、理事会 東京都 

６ □ 第 23 期第７回海区漁業調整委員会（６月上旬） 

・特定水産資源の漁獲可能量の変更について（くろまぐろ）（諮問・答申） 

・特定水産資源の漁獲可能量について（まさば・ごまさば・まだら）（諮問・

答申） 

・小型定置漁業の許可に係る制限措置の内容、申請すべき期間及び許可の基

準について（諮問・答申） 

・沖合天然礁はえなわ漁業に関する委員会指示について 

 ・河口付近はえなわ漁業に関する委員会指示について 

 ・小型定置漁業の保護区域に関する委員会指示について 

福島市 

 

７ ◆ 全国海区漁業調整委員会連合会事務局長会議（事務局長出席） 滋賀県 
未

定 
〇 宮城・福島両県海区漁業調整委員交流会 福島市 

10 ◆ 全国海区漁業調整委員会連合会東日本ブロック会議 北海道 

11 ▲ 太平洋広域漁業調整委員会 

◆ 全国海区漁業調整委員会連合会事務局職員研修会 

東京都 

岩手県 

12 □ 第 23 期第８回海区漁業調整委員会（12 月上旬） 

・特定水産資源の漁獲可能量について（まあじ・まいわし・かたくちいわし）

（諮問・答申） 

・ひらめの採捕制限に関する委員会指示について 

 ・すくい網漁業に関する委員会指示について 

 ・こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

相馬市 

２ □ 第 23 期第９回海区漁業調整委員会（2 月中旬） 

・福島県資源管理方針の変更について（諮問・答申） 

・特定水産資源の漁獲可能量について（くろまぐろ・するめいか・ぶり）（諮

問・答申） 

・いか釣り漁業に関する委員会指示について 

 ・漁業権に係る資源管理状況等について（報告） 

福島市 

 

※ 

副会場 

いわき市 

▲ 太平洋広域漁業調整委員会 東京都 
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報告事項 ウ


